
 

 

 

 

 令和７年３月１２日 
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（仮称）阪南港北部公有水面埋立事業に係る計画段階環境配慮書に対

する国土交通大臣意見の送付について 
 

 

 

本事業は、阪南港において公有水面の埋立てにより土地造成を行うものです。 
環境影響評価法においては、主務大臣は、事業者から配慮書の送付を受けたときは、

環境大臣の意見がある場合はこれを勘案し、必要に応じ、事業者へ配慮書について環境
の保全の見地からの意見を述べることができるとされております。 
今回の環境影響評価手続では、令和６年１２月１６日に事業予定者から主務大臣であ

る国土交通大臣へ配慮書の送付がなされ、令和７年２月２１日に環境大臣から国土交通
大臣へ配慮書について環境の保全の見地からの意見が別紙２のとおり述べられたところ
です。 

 
 

※１ 計画段階環境配慮書：事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の

検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項

について検討を行い、その結果をまとめた図書。 

※２ （仮称）阪南港北部公有水面埋立事業の詳細については下記のリンク先をご参照ください。 

   https://www.pref.osaka.lg.jp/o150010010/osaka_kowan/assess/hannankohokubu.html 

 

本日、環境影響評価法の規定に基づき、（仮称）阪南港北部公有水面埋立事業に係る

計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）について、事業予定者である大阪府に

対し、国土交通大臣意見を送付しましたので、お知らせします。 

なお、国土交通大臣意見の内容は別紙１のとおりです。 

【問い合わせ先】 

 港湾局 計画課 鈴木、笠井 

    ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 46333）  03-5253-8669（直通） 

  メールアドレス：hqt-kouwankeikaku_s【@】gxb.mlit.go.jp 

         【@】を@に置き換えてご連絡ください。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o150010010/osaka_kowan/assess/hannankohokubu.html

